
岩手におけるＮＰＯの現状と課題 

東日本大震災からの復興期におけるＮＰＯ等が抱える 

課題と現状そして今後に向けた取り組みについて 

 



自己紹介 
• 鹿野順一（かのじゅんいち） 

• 1965年、岩手県釜石市生まれ 

• 本業は菓子店経営。（株）玉泉堂 

• 高校、大学でラグビー部 

• 京都の菓子店で修業後釜石へ戻り家業に従事 

• 商店街活動の傍らまちづくり事業を開始 

• 2004年NPO法人@リアスNPOサポートセンター設立 

• 2011年3月11日東日本大震災により被災 

• 2011年4月28日いわて連携復興センター設立 

• 現在に至る 



2011.03.11 東日本大震災 



岩手県釜石市における津波の様子 



撮影場所：岩手県釜石市 



いわて連携復興センター 



私達がめざすもの 
 

地域住民による地域再生 

つながり 

にぎわい ふれあい 
地域でのなりわいの 

再生・創造 

コミュニティの再生 地
域
住
民 

いわて連携復興センターは、東日本大震災で被災された地域、コミュニティが、自らの意
思によって、復興し、被災前のようなつながり、にぎわい、ふれあいを取り戻すお手伝いを
する団体です。 



風・波デザイン 
（紫波町） 

いわて地域づくり支援センター 
（盛岡市） 

花巻市民活動支援ｾﾝﾀｰ 
（花巻市） 

いわてＮＰＯ－ＮＥＴｻﾎﾟｰﾄ 
（北上市） 

レスパイトハウス・ハンズ 
（一関市） 

やませデザイン会議 
（久慈市） 

＠リアスＮＰＯｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
（釜石市） 

平成23年4月28日設立（法人格９月取得） 

いわてＮＰＯフォーラム２１ 
（盛岡市） 

ｶｼｵﾍﾟｱ連邦地域づくりｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ 
（二戸市） 

夢ネット大船渡 
（大船渡市） 

加盟団体（当時） 



岩手におけるＮＰＯの現状と課題 



３．１１いわてＮＰＯの軌跡 

 

• 震災以後岩手で活動を行った団
体から４５団体の活動を紹介 

 

• 県内で震災以前から活動を行ってい
るＮＰＯ・・・１０団体 

• 県内で震災以後に活動を開始した    
ＮＰＯ・・・・２１団体 

• 県外の支援団体・・・１４団体 

                     平成２７年３月現在 



ＮＰＯの現状 

 

 

ＮＰＯ法人の推移（データ提供：岩手県） 
 

震災当時認証数 → ３１２法人 
２０１４年５月時点 → ４５１法人 （約４５％増） 

   ※一般社団法人については未確認 
 
    
 
 
 
 
 

 
復興関連事業を行うＮＰＯ（いわて連携復興センター調べ 2014年5月） 

  岩手県内の団体数→２６３団体 
  岩手県外の団体数→１６７団体（＊減少傾向にある） 
   ＊活動の頻度にはばらつきがあります。 

 

震災当時 ２０１４年５月 増減 

釜石市 ５法人 １４法人 ＋ ９ 

大船渡市 ７法人 １７法人 ＋１０ 

陸前高田市 ２法人 １６法人 ＋１４ 



ＮＰＯの抱える課題 

• 経営という認識が薄い 

• 中長期的なビジョンに基づく事業計画やミッションが曖昧 

• 事業に必要な資金に目がいき、組織運営のための資金繰り計画が弱い 

• 協働への意識が薄い 

• 自組織のみの活動で完結しようとする団体が多い 

• 必要性は理解しているが、複数団体での協働事業の事例は少ない 

• 一部の行政もＮＰＯを下請けと見る向きが有り官民協働が進まない 

• 経営資源が減少している 

• 発災からの時間経過の中で、公的資金、民間資金問わず減少傾向 

• 有給、無給問わずスタッフやボランティアが減少 

 



今一番求められること 



将来への見通し 

復興の出口 



市民がつくる復興ロードマッププロジェクト 
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県域・テーマごとに 
ＮＰＯ情報の集約 

県域・テーマごと 
行政・ＮＰＯの役割を明確化 

市民がつくる復興ロード
マップとりまとめ 

市民がつくる復興
ロードマップ発表 

これまでの進捗を 
検証する 

被災者の復興感を計るた
めの指標策定 

 「市民がつくる復興ロードマップ」は開かれた議論を通じて復興にかかわる様々なNPO
等の声を反映させ、市民セクターからみた復興の方向性を提示する（当面５年間） 

 集中復興期間終了後の復興を鈍化させないために各セクターの役割を明確にし、真の
協働による復興を成し遂げることを目的とする。 

岩手・宮城・福島 三県連携復興センターの協働プロジェクト 



行政資金 
 復興交付金 
 総合交付金 

 
 

 
 事業なら。。。 

発災 緊急期 復旧 復興 
まちづ
くり 

ハード主体 ソフト事業 

復興まちづくり 
それぞれのアクターが《何をいつまでやるのか》 
そして《どこまでやるのか》をモデル化 

 
 
 

善意の寄付 

緊急支援  
（民間物資） 
 

緊急支援  
（企業 人・物） 

行政資金    
（震災対応特例） 

 

民間助成    
（特定プログラム） 
 

企 業    
（CSR・プロボノ） 
 

制度 
施策 
 

協働 
 （官民連携） 
 ＮＰＯ 
 （市民活動） 
 

民間資金 
社会投資 



復興支援に向けた多様な担い手のロードマップ 
〜 NPO等、企業等、自治会等、市町村、都道府県・国の取組〜 

2012.4. 
復興庁  ボランティア・公益的民間連携班  

男女共同参画班 

1 



１）「連携復興」と「ロードマップ」の必要性について 

• 連携復興とは何か？ 

– 被災地の多様なニーズに柔軟に対応するには、行政・民間それぞれの担い手が多様に  
連携する必要がある 

– 被災3県では地元NPOによる「連携復興センター」などのネットワークが設立され、民間と  

行政の連携による復興に着手している 

– 政府においても、NPOや事業者など、民間との連携をさらに推進し、復興を加速させるこ  

とが期待されている 
 

• ロードマップについて 

– 多様な担い手が連携して復興にあたるには、「対象とする課題」や「目標とする状態」 
(○○ができている状態）を共有することが望ましい 

– そこで、多様な担い手の連携による復興が望ましいと考えられる分野について、おおむ  
ね３年先までの復興プロセスにおおける１年ごとに状態目標を整理した 

– 復興への道筋と担い手ごとに期待される役割について整理することで、ひとりひとりを大  
切にした復興の実現を期待 

– その際、担い手としての女性の参画に留意 

復興への道筋を共有し、多様な担い手が連携しながら復興を推進 

1
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２）ロードマップの概要① 

•被災された方々の「暮らしの場所」や「復興の進展」を見据え、向こう３年間の「目標とする  
状態」を年ごとに設定。連携復興が求められる５つの分野で、取り組みを促進する。 

「連携復興」の５つの分野と３年後の「目標とする状態」① 

1. 被災者生活支援 
＜取組例＞ NPO等 

企業等  自
治会等  市
町村  都道
府県・国 

： 仮設等での暮らしサポートによる「新しいコミュニティ」の形成 
：地元団体によるコミュニティ形成支援、見守り活動の展開 
：本業を通した被災者生活支援 
：仮設住宅でのコミュニティ形成 
：仮設住宅等での生活支援、孤独死防止事業の実施 
：仮設住宅でのいきがい・しごとづくり支援、就労支援 

2. 遠隔避難者支援 
＜取組例＞ NPO等 

企業等  自
治会等  市
町村  都道
府県・国 

： 情報提供や転居支援などによる「つながり」の実現 
：避難先の地元NPOによる生活支援、見守り活動の展開 

：本業を通した避難生活支援 
：避難先でのネットワークの形成、地元団体との連携 
：遠隔避難者の実態把握、地元情報の発信 
：避難先の県、社協、NPOとの連携 

3. 復興まちづくり 
＜取組例＞ NPO等 

企業等  自
治会等  市
町村  都道
府県・国 

： 合意形成と資源マッチングによる「復興まちづくり」のスタート 
：専門家の派遣を通じた合意形成支援、外部リソースのマッチング 
：本業を活かした合意形成支援 
：住民による合意形成組織の設立、行政との継続的な対話の実施 
：住民による合意形成組織の承認、合意形成のしくみづくり 
：「復興円卓会議」の設置・実施 1
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２）ロードマップの概要② 

「連携復興」の５つの分野と３年後の「目標とする状態」② 

4. 産業再生・就労支援 ： 地元の「しごととくらしを守り育てるしくみの構築」と展開 
＜取組例＞ ：地元NPOの育成・支援 就労支援プログラムの実施 NPO等 

企業等  自
治会等  市
町村  都道
府県・国 

：被災地の事業所の育成・支援 
：商店街等での合意形成組織の設立、地元情報の発信 
：被災した事業者支援の強化、就労支援プログラムの支援 
：産業復興支援 

5. 多様性への配慮 ： 「ひとり一人を大切にした復興」の実現 
＜取組例＞ ：専門NPOの育成・支援 就学・就労支援プログラムの実施 NPO等 

企業等  自
治会等  市
町村  都道
府県・国 

：被災地の支援団体への支援 
：課題ごとのコミュニティの形成、支援団体のネットワークの構築 
：被災した要援護者の実態把握、関連施設の再建支援 
：関連省庁・部署との連携体制の構築、関連情報の提供 

4 
*住民による合意形成組織：「まちづくり協議会」など、地域住民による合意形成を行う組織。 
**MSP：マルチ・ステークホルダー・プロセス。主要な社会課題の解決に向け、３つ以上のステークホルダー（NPO、事業者、政府など）  

が参加して目標設定や行動計画を策定し、責任をわかちあうプロセス。 

•なお、ロードマップの実行にあたっては、多様な担い手が連携するためのスキームが必要 

「コミュニティ」「市町村」「県」「国」の４つのレベルでの「連携復興スキーム」（例示） 

1. コミュニティ ：「住民による合意形成組織」*を受け皿としたコーディネート 
2. 市町村 ：MSP**による「地域復興円卓会議」を設置 
3. 県 ：MSPによる「県民復興円卓会議」の設置、復興庁各局・支部との連携 
4. 国 ：MSPによる「復興円卓会議」の設置、復興庁との連携 



ロードマップ①被災者生活支援 

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2014年4月〜2015年3月 

 

 
被災者  
生活支
援 

・仮設住宅での孤立を防ぐ 

・見なし仮設、自宅避難者の

孤  立を防ぐ 

・復興住宅への移行に向けた

コ  ミュニティの形成 

・仮設→復興住宅等への移

行  の見通しが立つ 

・引越支援などによるスムー

ズ  な移行 

・空き住戸が増える仮設住

宅  団地での孤立防止 

・復興住宅等への移行が完了 

・復興住宅等でのコミュニテ

ィ  の形成 

・復興住宅等での孤立の防止 

・いきがいやしごとの創出 

2

1 

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2014年4月〜2015年3月 

NPO等 地元団体によるコミュニティ

形  成支援、見守り活動の展

開 

復興住宅等への転居支援  仮
設住宅での孤独死防止強化 

新しいコミュニティ形成への

支  援、いきがい・しごとづくり 

企業等 本業を通した被災者生活支援 復興住宅での生活支援 いきがい・しごとづくり支援 

自治会等 仮設住宅でのコミュニティ形成 復興住宅等への移行準備 新しいコミュニティの形成 

市町村 仮設住宅等での生活支
援  孤独死防止事業の
実施 

復興住宅等の入居支援  
仮設住宅での見守り強
化 

復興住宅等での生活支援 

都道

府  県

・国 

仮設住宅でのいきがい・しご

と  づくり支援、就労支援 

復興住宅の管理・運営支
援  仮設住宅の統廃合 

復興住宅等でのいきがい・し

ご  とづくり支援、就労支援 

＜担い手ごとの主な取り組み＞ 

＜基本的な考え方＞ 

仮設住宅団地と見なし仮設・自宅避難者を含む被災者の暮らしをサポートし、復興住宅への移行を見越し  
た計画的な支援を、途切れなく提供する 

 

＜各年ごとの状態目標＞ 



復興支援に向けた多様な担い手のロードマップ 
〜 NPO等、企業等、自治会等、市町村、都道府県・国の取組〜 

復興庁ボランティア・公益的民間連携班  男女共同参画班 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/000726.html 
 
復興庁/復興に向けた取り組み/ボランティア・ＮＰＯ・公益法人等との連携/復興
支援に向けた多様な担い手のロードマップについて［平成24年4月13日］ 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/000726.html


市民がつくる復興ロードマップ 
―市民セクターからみた、これからの東日本大震災復興過程― 

市民がつくる復興ロードマップ作成委員会 
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市民がつくる  
復興ロードマップ  

プロジェクト 

はじめに 

東日本大震災による被災各地は、まだ復興の最中にあります。  発災から５年が

経過し、国が定めた《集中復興期間》は終了しました。今後の復興にお  いては

、ますます被災現地の市民の力・地域の力が重要となります。しかし一方で、力  

を合わせるべき復興の姿、また復興支援の在り方を見通すことが難しくなってき

ている  ことも事実です。 

これらの状況を受け止め、「私たち市民（NPO等市民活動団体をはじめとした復

興に取  り組んでいる人たち）の目線で、5年目以降の復興の見取り図をつくろう

」という思いで  まとめたのが《市民がつくる復興ロードマップ》です。このロー

ドマップは、被災地域  が未来へ向けた見通しを立てるための「羅針盤」としての

役割を果たすことを目指して  います。 

このロードマップは、完成版ではありません。  このロードマップを議論の下敷

きとして、各地域、自治体ごとに市民やＮＰＯの皆さん  が中心となり《自分た

ちの地域の復興ロードマップ》を作成し、復興への見通しを立て  てもらうこと

こそが私たちの願いです。《被災者が主役の復興》のための一つのツール  とし

て、存分にご活用下さい。 

市民がつくる復興ロードマップ作成委員会 一同 
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Ⅰ．市民がつくる復興ロードマップの 

基本的な考え方 

市民がつくる  
復興ロードマップ  

プロジェクト 
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 背景１：復興課題がより一層混沌とする中での、  期間としての「集中復興期

間」の終了  政府が定める「集中復興期間（5年間）」は2016年3月

で終了した。  しかし一方で、被災地・被災者を取巻く状況はなお混

沌とし、復興  の実現を阻む課題はより一層多様に、そして複雑化し

ている。この  様な状況を受け、「誰ひとりとして排除しない」とい

う社会的包摂  の理念に則った復興を進めることが肝要となっている

。 

 背景２：市民セクターへの期待と市民セクター自身の疑問・不安  インフラ整

備や住宅再建などハード面での復興が進む復興・創生期  間において

は、「ソフト面での復興・創生」がより一層重要となる。  その担い

手として大きな期待を集めるのが、自治組織、NPO、大  学、社会的

企業等広義の市民セクターである。しかし市民セクター  をはじめと

した多様な担い手は、混沌とする復興に対峙する中で、  今、目標と

する「復興・創生」のどの段階に位置しているのか、今、  どのよう

な役割を果たすべきなのか、漫然とした疑問と不安を抱え  ている。 

Ⅰ．市民がつくる復興ロードマップの基本的な考え方 

１．市民がつくる復興ロードマップ 作成背景 
市民がつくる  

復興ロードマップ  
プロジェクト 



Ⅰ．市民がつくる復興ロードマップの基本的な考え方 

２．市民がつくる復興ロードマップ 作成目的 
市民がつくる  

復興ロードマップ  
プロジェクト 
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 目的：多様な担い手が 

復興の過程と果たすべき役割を確認できる 

復興の見取り図となること 

 
市民セクターをはじめとした復興に取り組む多様な担い手  

が、復興の過程に応じ、復興の進捗状況や各々が果たすべ  

き役割を確認し、より良い復興の実現に向けたアクション  

や軌道修正を起こすための「東日本大震災からの復興の

見  取り図」となることを目指す。 



Ⅰ．市民がつくる復興ロードマップの基本的な考え方 

３．市民がつくる復興ロードマップ 記述方法 
市民がつくる  

復興ロードマップ  
プロジェクト 

あるべき復興支援の過程（復興支援プロセス
） 

現状 
中間  
目標 

（ステップ） 

目指すべき 

姿 
（ゴール） 

想定  
される  
課題① 

想定  
される  
課題② 

課題解決に  
向けた  担
い手毎の  
主な役割① 

課題解決に  
向けた  担
い手毎の  
主な役割② 

2
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 記述方法 

①復興の目指すべき姿（ゴール）を定め、ゴールに対する現状を明記する 

②現状と目指すべき姿との間にある中間目標（ステップ）を明示する 

③ゴールや各ステップと現状の間において想定される課題を明示する 

④想定される課題の解決に向けた、多様な担い手ごとの主な役割を明示する 

 なお、各県、各被災地域における復興のスピードは異なるものの、復興のゴールと歩むべきプロ  

セスは共通であるという認識に立ち、被災3県（岩手・宮城・福島）共通のものとして作成し、あ  

えて期限を区切ったスケジュールは明示していない 

本ロードマップの記述方法 

あるべき復興の過程（復興プロセス） 



Ⅱ．市民がつくる復興ロードマップ 

市民がつくる  
復興ロードマップ  

プロジェクト 

3
0 



１．被災者の生活再建 

＜現状認識＞ 

 被災者の生活再建の基盤となる恒久住宅の再建は完了しておらず、全体の状況把握もなされていない。住宅を含め  

た被災者の生活再建の完了まで、社会生活基盤を確保しながら、漏れない支援が必要である 

－2016年1月末現在、被災者向け住宅用地整備率は35.1％（岩手県25.2％、宮城県42.1％、福島県40.3％） 

－2016年1月末現在、高台移転は99％着手・30％完成、災害公営住宅は95％着手・47％完成 

－2018年度末、住まいの確保に関する事業がおおむね完了する見込み（平成27年9月見込み） 
 
被災地向け住宅用地の整備率（2016.1） 震災からの復興に向けた道のりと見通し（2016.1） 

出典：復興庁  東日本大震災からの復興に向けた道のり（2016.1） 出典：河北新報  2016年3月6日号朝刊  6面 3
1 

市民がつくる  
復興ロードマップ  

プロジェクト 
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多くの被災者が、仮設住宅等にお  
ける仮の生活が継続しており、一  
部の被災者においては恒久住宅へ  

の移行も開始している 

全ての被災者が、恒久住宅への移  
行、及び移転先での自立した社会  
生活の形成に向けた見通しが立っ  

ている 

全ての被災者が、恒久住宅への移  
行を完了させ、自立した社会生活  

を営むことが出来ている 

想定される課題② 

• 恒久住宅の再建に伴う移行や、移行  
後の社会生活の確保が困難な被災者  
がいる 

• 恒久住宅において、自立した社会生  
活の維持が困難な被災者がいる 

課題解決に向けた 
担い手ごとの主な役割① 

• (市民セクター・大学等)被災者の現  
状の把握や現状に基づく課題の発見、  
課題に応じた提言や支援策の運用 

• (行政等)仮の生活における社会生活  
基盤の維持、現状把握や現状に応じ  
た支援策運用のための予算の確保 

• （共通）被災者の現状の見える化や  
対策に向けた先進事例の共有 

課題解決に向けた 
担い手ごとの主な役割② 

• (市民セクター)支援を必要としてい  
る個人・世帯への必要に応じた福祉  
的支援や仕組みづくり 

• (共通)復興支援の経験を含んだ新た  
な平時の福祉体制へ移行するための  
意識的な官民協働体制の構築と仕組  
みづくり 

想定される課題① 

• 被災者が住まいの再建、自立した社  
会生活の再建の見通しを立てること  
が難しい 

• 被災者の現状の全体像が把握されて  
いない為必要な対策を打つことが出  
来ない 

＜基本的な考え方＞ 

 全ての被災者が、恒久住宅への移行を完了し、自立した社会生活を営むことが出来ている状況を目指す 

 被災者の現状の全体像を把握した上で、漏らさない支援が必要である 

 居住者増減が発生する移行期の社会生活基盤を確保しながら、平時の仕組みと震災を機に培われた仕組みを組み合  

わせた新たな自立支援が必要である 

現状 中間目標（ステップ） 目指すべき姿（ゴール） 

１．被災者の生活再建 

１）被災者の生活基盤と社会生活の確保・維持 
市民がつくる  

復興ロードマップ  
プロジェクト 



Nonprofit Organization @Rias NPO Support Center 

市民がつくる復興ロードマップ 
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